
関連する法律

１ こども基本法 第 10 条

（都道府県こども計画等）

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策について

の計画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるもの

とする。

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及

び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以

下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府

県子ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一

項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこ

ども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子

ども・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に

規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策

に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

２ 次世代育成支援対策推進法 第９条

（都道府県行動計画）

第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及び

事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養

育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やか

な成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な

居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実

施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができる。

２ 都道府県行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標

二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

三 次世代育成支援対策を実施する市町村を支援するための措置の内容及びその実施時

期

３ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

４ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

５ 都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公

表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。

６ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、おおむね一年に一回、都道府県行



動計画に基づく措置の実施の状況を公表するよう努めるものとする。

７ 都道府県は、都道府県行動計画を策定したときは、定期的に、都道府県行動計画に基

づく措置の実施の状況に関する評価を行い、都道府県行動計画に検討を加え、必要があ

ると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。

８ 都道府県は、都道府県行動計画の策定及び都道府県行動計画に基づく措置の実施に関

して特に必要があると認めるときは、市町村、事業主その他の関係者に対して調査を実

施するため必要な協力を求めることができる。

３ 子ども・子育て支援法 第 62 条

（都道府県子ども・子育て支援事業支援計画）

第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとす

る。

２ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。

一 都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める

区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第

十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）その

他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の

内容及びその実施時期

二 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育

の推進に関する体制の確保の内容

三 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との

連携に関する事項

四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に

従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児

に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに

関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項

六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項

３ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、

次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項

二 教育・保育情報の公表に関する事項

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境

の整備に関する施策との連携に関する事項

４ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する

都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める

教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関す

る事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。



５ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとす

るときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっ

てはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に

係る当事者の意見を聴かなければならない。

６ 都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

４ 子ども・若者育成支援推進法 第９条

（都道府県子ども・若者計画等）

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内

における子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・

若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が作成されて

いるときは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画（次項において

「市町村子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を作

成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同

様とする。

５ 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第 12 条

（自立促進計画）

第十二条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定

し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦

の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。

一 当該都道府県等の区域における母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向

に関する事項

二 当該都道府県等の区域において母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じ

ようとする施策の基本となるべき事項

三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活の安

定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置

に関する重要事項

２ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、母子家庭

等及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関す

る母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めな

ければならない。

３ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、第七条各

号に掲げる機関、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七十二条第

一項又は第四項に規定する機関その他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査

審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。

４ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、母子・父



子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

５ 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更するとき

は、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く母子

家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。

６ 子どもの貧困対策の推進に関する法律 第９条

（都道府県計画等）

第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策について

の計画（次項及び第三項において「都道府県計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。

２ 市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を

勘案して、当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町

村計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県計画又は市町村計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。

７ 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針

Ⅰ 成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向

３ 関係者の責務及び役割

国は、責務として、成育基本法に定める基本理念に則り、成育医療等の提供に関する

施策を総合的に策定し実施する必要があり、成育基本法を所管するこども家庭庁が、厚

生労働省、文部科学省等の関係省庁と必要な総合調整を実施する。その際、国は、施策

の実施状況等を客観的に検討・評価し、必要な見直しにつなげるＰＤＣＡサイクルに基

づく取組を適切に実施する。そのため、国は、国及び地方公共団体が自らの施策の実施

状況等を評価することに資するように、指標を作成する。また、これらの施策の実施に

必要な科学的知見の収集や得られた情報の利活用を図りつつ、当事者である成育過程に

ある者及び社会全体に対して、適時の実施状況の公表を含め、これらの施策に関する科

学的知見に基づく適切な情報を提供することが重要である。

地方公共団体は、成育基本法に定める基本理念に則り、成育医療等の提供に関する施

策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施す

る責務があり、例えば、基本方針を踏まえた計画を策定し、実施することなどが考えら

れる。その上で、国は、施策の実施状況等を客観的に検討・評価し、必要な見直しにつ

なげるＰＤＣＡサイクルに基づく地方公共団体の取組を推進するため、適切な支援を行

う。

都道府県においては、域内市町村における成育医療等の提供に関する施策に係る状況

の把握、域内市町村の母子保健事業の均てん化や精度管理等の広域的な調整を行うこと

などが期待される。その際には、域内市町村や、成育過程にある者に対する医療、保健、

福祉等に係る関係団体との十分な連携の下に進めることが望ましく、当該連携を行うた

め、例えば、これらの関係者による協議の場を設けることなどが考えられる。また、必

要に応じ、都道府県を超えた広域連携も検討することが望ましい。国は、都道府県にお

けるこれらの取組を推進するため、適切な支援を行う。



父母その他の保護者は、責務として、その保護するこどもがその成育過程の各段階に

おいて必要な成育医療等の提供を受けられるように配慮する必要がある。また、国及び

地方公共団体は、保護者に対し、こうした責務が果たされるように必要な支援を行う。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、リハ

ビリ専門職その他の医療関係者は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成育医療

等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに妊産婦

の健康の保持及び増進に寄与するとともに、成育医療等を必要とする者の置かれている

状況を深く認識し、良質かつ適切な成育医療等を提供する必要がある。

成育医療等又はこれに関連する職務に従事する者（上記の医療関係者を除く。）並びに

これらに関する関係機関及び関係団体は、責務として、国及び地方公共団体が講ずる成

育医療等の提供に関する施策に協力し、成育過程にある者の心身の健やかな成育並びに

妊産婦の健康の保持及び増進に寄与する必要がある。

国、地方公共団体及び医療関係者等は、責務として、成育基本法に定める基本理念の

実現を図るため、相互に連携を図りながら協力する必要がある。


